
証券コード：8927
平成28年10月12日

株 主 各 位
東京都目黒区目黒二丁目10番11号

株 式 会 社 明 豊 エ ン タ ー プ ラ イ ズ

代表取締役社長 梅 木 篤 郎
　

第48期定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第48期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年10月26日（水曜日）午後５時30分

までに到着するよう、ご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年10月27日（木曜日）午前10時（午前９時開場）

2. 場 所 東京都目黒区目黒二丁目10番11号

目黒山手プレイス ５階 明豊エンタープライズ本社 会議室

(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3. 会議の目的事項

報 告 事 項 1. 第48期（平成27年８月１日から平成28年７月31日まで) 事業報

告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連

結計算書類監査結果報告の件

2. 第48期（平成27年８月１日から平成28年７月31日まで) 計算書

類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。
◎本株主総会招集ご通知に添付しております事業報告、計算書類および連結計算書類ならびに
株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.meiho-est.com/）において掲載させていただきます。
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(提供書面）

事 業 報 告

（平成27年８月１日から
平成28年７月31日まで）

1. 企業集団の現況
　(1) 当連結会計年度の事業の状況

　 ① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、中国経済の減速等により、海外経済

の先行きに不透明感が広がっているものの、政府の経済政策や日本銀行の金融

緩和政策の効果を背景として、企業収益や雇用情勢は改善傾向を示しており、

緩やかな回復基調で推移いたしました。

　当社グループが属しております不動産業界においては、三大都市圏の公示価

格が上昇に転じ、住宅ローン減税政策等の住宅取得支援制度が継続して実施さ

れていることから、首都圏におけるマンション・戸建市場は堅調に推移してい

るものの、事業用地の取得競争の激化に加え、東京オリンピック開催決定や震

災復興を要因とした旺盛な建設需要が建築価格を押し上げていることなど、懸

念材料が多く、依然厳しい経営環境が続いております。

　このような事業環境下、当社グループは、既存の保有資産について最善と思

われる出口戦略・販売計画を実行し、収益性の維持と早期回収を睨みながら財

務基盤の安定化に努めるとともに、新規ブランド『MIJAS（ミハス）』シリーズ

によるアパート開発事業用地の仕入・開発・販売活動を積極的に進め、当連結

会計年度において、「ミハス三鷹の森」（東京都三鷹市）、「ミハス柏」（千葉県柏

市）、「ミハス三ツ沢下町」（神奈川県横浜市）など東京都内及び近郊エリアを含

め、９棟の引渡しを完了いたしております。

　また、安定した収益確保のため、平成27年10月、関西地区を拠点に賃貸管理

事業を営む株式会社ハウスセゾンエンタープライズの株式を取得し、新たに連

結子会社といたしました。これは、当社グループ全体での管理戸数の大幅な増

加、管理報酬の大幅な増加などを見込んでおり、安定した事業である賃貸管理

事業の事業拡大といったシナジー効果を企図しております。

　なお、当連結会計年度において当社グループは、国内外の観光客が多く集ま

る京都市内の中心地に賃貸用不動産の開発事業用地を取得いたしました。本事

業用地は今後東京オリンピックに向け国内の観光事業がさらに活況となり、需

要の拡大が予想される宿泊施設を建設し、民泊型マンション開発事業を推進す

る予定であります。
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　以上の結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は57億74百万円

（前連結会計年度比11.5％増）、営業利益４億59百万円（前連結会計年度比38.2

％増）、経常利益４億６百万円（前連結会計年度比60.3％増）、親会社株主に帰

属する当期純利益３億14百万円（前連結会計年度比31.2％増）となりました。

　配当につきましては、利益剰余金の状況を勘案し、誠に遺憾ではありますが、

引き続き無配とさせていただきたく、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

　なお、次期以降一日も早く復配できる体制を整え、株主の皆さまのご期待に

沿うよう努力する所存であります。
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【報告セグメントの概況】

　前連結会計年度まで当社グループのセグメント別の業績は「不動産分譲事業」

「不動産賃貸事業」「不動産仲介事業」「その他事業」に区分して説明しておりま

したが、当連結会計年度において株式会社ハウスセゾンエンタープライズを連

結子会社化したことに伴い、当社グループの業績管理区分の見直しを行い、報

告セグメントを従来「その他事業」に区分していた請負事業を「請負事業」に

区分し、報告セグメントに属さない事業を「その他」として区分して説明して

おります。

イ．不動産分譲事業においては、新規ブランドアパート開発事業である「ミハ

ス要町」（東京都豊島区）、「ミハス亀有エステ・ノルテ」（東京都葛飾区）、

「ミハス板橋本町」（東京都板橋区）などの売却及び中古マンション等再販事

業として「ライジングプラザ」（東京都新宿区）などの引渡しを行いました。

その結果、売上高は37億55百万円（前連結会計年度比7.6％増）、セグメント

利益は４億81百万円（前連結会計年度比87.5％増）となりました。

ロ．不動産賃貸事業においては、プロパティーマネージメント報酬等により、

売上高は16億54百万円（前連結会計年度比23.1％増）、セグメント利益は66百

万円（前連結会計年度比46.4％減）となりました。

ハ．不動産仲介事業においては、「会津若松市商業施設用地」（福島県会津若松

市）などの仲介報酬により売上高は１億４百万円（前連結会計年度比35.7％

減）、セグメント利益は74百万円（前連結会計年度比49.7％減）となりまし

た。

ニ．請負事業につきましては、工事請負の施工及びリフォーム工事等により、

売上高は２億75百万円（前連結会計年度比25.3％増）、セグメント利益は45百

万円（前連結会計年度比59.8％減）となりました。

ホ．その他につきましては、報告セグメントに含まれない事業セグメントであ

り、主に保険代理業等により、売上高は10百万円（前連結会計年度比30.3％

増）、セグメント利益は８百万円（前連結会計年度比32.3％増）となりまし

た。
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　 ② 設備投資の状況

　 イ．当連結会計年度中に取得した主要設備

　当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は520百万円であり、その主な

ものは、次の通りであります。

　株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 土地 510百万円

　 ロ．当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充

　 特記すべき事項はありません。

　 ハ．当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

　 該当事項はありません。

　 ③ 資金調達の状況

　 特記すべき事項はありません。

　 ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

　 ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　 該当事項はありません。

　 ⑥ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　平成27年10月１日付けで株式会社ハウスセゾンエンタープライズの株式を

取得し、連結子会社といたしました。

⑦ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

　 該当事項はありません。
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　(2) 財産および損益の状況

区 分
第 45 期

(平成25年７月期)
第 46 期

(平成26年７月期)
第 47 期

(平成27年７月期)

第 48 期
(当連結会計年度)
(平成28年７月期)

売 上 高(百万円) 5,898 4,856 5,177 5,774

経 常 利 益(百万円) 240 147 253 406

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 470 231 239 314

１株当たり当期純利益　(円) 19.09 9.38 9.71 12.74

総 資 産(百万円) 3,661 3,406 4,219 5,738

純 資 産(百万円) 1,494 1,735 1,982 2,292

１株当たり純資産額　(円) 56.64 66.37 76.30 88.75

　(3) 重要な親会社および子会社の状況

　 ① 親会社との関係

会 社 名 資 本 金
当社に対する議決

権の比率
当社との関係内容

株 式 会 社 ハ ウ ス セ ゾ ン 97,000千円 60.8％ 親会社

株式会社はーとふるセゾン 35,000千円
60.8％

（60.8%）
親会社

(注) 「当社に対する議決権の比率」欄の（ ）内は、間接所有する議決権の比率を内数で記載してお
ります。

　 ② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社明豊プロパティーズ 33,200千円 98.0％ 不動産賃貸・不動産仲介

株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 15,000千円 86.7％ 不動産賃貸・不動産仲介

(注) 平成27年10月１日付けで株式会社ハウスセゾンエンタープライズの株式を取得し、連結子会社と
いたしました。
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　(4) 対処すべき課題

当社グループは、次期以降の安定した売上高を確保すべく、平成26年７月期

に立ち上げいたしました賃貸アパートメントブランド『MIJAS（ミハス）』事業

（平成28年７月期９棟供給済）に係る用地仕入活動および販売活動を積極的に展

開してまいります。『MIJAS（ミハス）』事業につきましては、年間約20棟前後の

供給を計画目標として事業開発を推進してまいります。さらに、資金繰りの安

定、健全な財務体質づくりに向け、短期間での資金回収が見込めるタウンハウ

ス・戸建事業、中古マンションリニューアル事業などに取り組んでまいります。

　また、安定的な収益を確保するために、株式会社ハウスセゾンエンタープラ

イズを新たなグループの一員に加え、プロパティーマネージメント業務の受託

戸数増加など賃貸管理事業のさらなる拡大を図ってまいります。

　(5) 主要な事業内容（平成28年７月31日現在）

事 業 区 分 事 業 内 容

不 動 産 分 譲 事 業
外断熱分譲マンション『SHELLZE（シェルゼ）』シリーズ・

賃貸アパートメント『MIJAS(ミハス）』シリーズの販売他

不 動 産 賃 貸 事 業 賃貸マンションのサブリース業務等

不 動 産 仲 介 事 業 不動産分譲事業に関連して発生する仲介業務

請 負 事 業 工事請負の施工及びリフォーム工事

そ の 他 保険代理業等

　(6) 主要な営業所（平成28年７月31日現在）

当 社 本社：東京都目黒区、関西支店：京都府京都市

株式会社明豊プロパティーズ 本社：東京都目黒区

株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 本社：京都府京都市
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　(7) 使用人の状況（平成28年７月31日現在）

　 ① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

64名 26名増

　 ② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

22名 ２名増 38.7歳 6.0年

　(8) 主要な借入先の状況（平成28年７月31日現在）

借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｊ 銀 行 442百万円

京 都 中 央 信 用 金 庫 368百万円

株 式 会 社 滋 賀 銀 行 328百万円

世 田 谷 信 用 金 庫 210百万円

株 式 会 社 北 陸 銀 行 200百万円

(9) その他当社グループの状況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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2. 会社の状況
　(1) 株式の状況（平成28年７月31日現在）

　 ① 発行済株式の総数 普通株式 24,661,000株

　 第１種優先株式 8,707株

　 ② 株主数 3,047名

　 ③ 大株主の状況

株 主 名 持株数(株) 持株比率(％)

株 式 会 社 ハ ウ ス セ ゾ ン
普通株式 15,000,000
第１種優先株式 0

計 15,000,000
60.80

田 中 国 雄
普通株式 408,000
第１種優先株式 0
　 計 408,000

1.65

株 式 会 社 SBI 証 券
普通株式 325,000
第１種優先株式 0
　 計 325,000

1.32

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社
普通株式 245,300
第１種優先株式 0
　 計 245,300

0.99

松 井 証 券 株 式 会 社
普通株式 245,300
第１種優先株式 0
　 計 245,300

0.99

カ ブ ド ッ ト コ ム 証 券 株 式 会 社
普通株式 221,100
第１種優先株式 0
　 計 221,100

0.90

楽 天 証 券 株 式 会 社
普通株式 176,100
第１種優先株式 0
　 計 176,100

0.71

スタンダード チャータード バンク シンガポール
バンク サラジン アンドシーアイイーエージー ホンコン ブラン

普通株式 170,000
第１種優先株式 0
　 計 170,000

0.69

岡 野 陽 一
普通株式 168,400
第１種優先株式 0
　 計 168,400

0.68

三井不動産レジデンシャル株式会社
普通株式 150,000
第１種優先株式 0
　 計 150,000

0.61

(注) 持株比率は、自己株式（359株）を控除して計算しております。
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　(2) 新株予約権等の状況

① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状

況（平成28年７月31日現在）

　 該当事項はありません。

　

② 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に交付した新株予約権の状

況

　 該当事項はありません。

　

③ その他新株予約権等の状況

　 該当事項はありません。

　(3) 会社役員の状況

　① 取締役の状況（平成28年７月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 井 元 義 昭

株 式 会 社 ハ ウ ス セ ゾ ン
株式会社エス・エム・シー
株式会社はーとふるセゾン
George Spirits 株 式 会 社
株式会社ハウスセゾンエンタープライズ
REGALIA PIONEER.BHD.

代 表 取 締 役 社 長
代 表 取 締 役 社 長
代 表 取 締 役 社 長
代 表 取 締 役 社 長
代 表 取 締 役 社 長
DIRECTOR

代 表 取 締 役 社 長 梅 木 篤 郎
株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 取締役
株 式 会 社 明 豊 プ ロ パ テ ィ ー ズ 取 締 役

取締役執行役員副社長 梅 木 隆 宏 株式会社明豊プロパティーズ 代表取締役社長

取 締 役 執 行 役 員 上 田 宏 幸 経 営 企 画 担 当

取 締 役 執 行 役 員 内 生 藏 雅 之 営 業 担 当

取 締 役 執 行 役 員 安 田 俊 治
管 理 担 当
株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 監査役

取締役（監査等委員) 中 尾 福 伸 株 式 会 社 明 豊 プ ロ パ テ ィ ー ズ 監 査 役

取締役（監査等委員) 山 室 裕

取締役（監査等委員) 山 中 辰 雄

(注) １. 当社は、平成27年10月29日付で監査等委員会設置会社に移行しました。これに伴い、常勤
監査役中尾福伸氏、監査役山室裕氏及び山中辰雄氏の任期が満了し、それぞれ取締役（監
査等委員）に選任され就任しております。

　 ２. 取締役の中尾福伸氏、山室裕氏及び山中辰雄氏は、社外取締役であります。
３. 当社は特定監査等委員を定め、経営会議への出席等を通じて情報の収集を行うほか、内部

監査部門から定期的にヒアリングを行い、監査の実効性を確保していることから、常勤の
監査等委員を選定しておりません。

４. 当社は、取締役山中辰雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届け出ております。
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　② 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（監 査 等 委 員 を 除 く ) ４名 58百万円

(うち社外取締役分) (―)名 (―)百万円

取 締 役（監査等委員) ３名 ８百万円
(うち社外取締役分) (３)名 (８)百万円

監 査 役 ３名 ２百万円
(うち社外監査役分) (３)名 (２)百万円

合 計 10名 69百万円
(う ち 社 外 役 員) (６)名 (11)百万円

(注) １. 当社は、平成27年10月29日開催の定時株主総会にて監査等委員会設置会社に移行いたしま
した（以下、当該移行を本件移行といいます。）。監査役に対する支給額は本件移行前の期
間に係るものであり、監査等委員である取締役に対する支給額は本件移行後の期間に係る
ものであります。なお、合計に記載された人数は延人数であり、実際の支給人員の合計は
７名（うち社外役員３名）であります。

２. 本件移行前の取締役の報酬限度額は、平成14年10月29日開催の定時株主総会において年額
200百万円以内と決議いただいております。また、本件移行後の取締役（監査等委員を除
く。）の報酬限度額は、平成27年10月29日開催の定時株主総会において年額200百万円以内
と決議いただいております。

３. 本件移行前の監査役の報酬限度額は、平成14年10月29日開催の定時株主総会において年額
20百万円以内と決議いただいております。また、本件移行後の監査等委員である取締役の
報酬限度額は、平成27年10月29日開催の定時株主総会において年額20百万円以内と決議い
ただいております。

４. 無報酬の取締役２名は上記の支給人員に含まれておりません。
５. 上記のほか、社外役員が当社の子会社から受けた役員としての報酬等の総額は１百万円で

あります。
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　③ 社外役員に関する事項

　 社外取締役（監査等委員）

イ．他の法人等の業務執行者の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

・該当者はありません。

ロ．他の法人等の社外役員の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

・該当者はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査等委員会への出席状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社 外 取 締 役
（監 査 等 委 員 )

中 尾 福 伸

　当事業年度開催された取締役会21回のうち21

回、監査役会６回のうち６回、監査等委員会11回

のうち11回に出席いたしました。主に当業界にお

ける豊富な経験から、取締役や幹部役員の職務執

行状況をつぶさに確認し、議案・審議等につい

て、必要な発言を適宜行っております。

山 室 裕

　当事業年度開催された取締役会21回のうち 21

回、監査役会６回のうち６回、監査等委員会11回

のうち11回に出席いたしました。金融機関の経営

幹部経験者としての専門的見地から取締役や幹部

役員の職務状況をつぶさに確認し、議案・審議等

について、必要な発言を適宜行っております。

山 中 辰 雄

　当事業年度開催された取締役会21回のうち 21

回、監査役会６回のうち６回、監査等委員会11回

のうち11回に出席いたしました。企業経営者とし

ての豊富な経験と経営に関する高い見識から、取

締役や幹部役員の職務執行状況をつぶさに確認

し、審議・議案等について、必要な発言を適宜行

っております。

ニ．責任限定契約の内容の概要

当社と各監査等委員である取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める金額として

おります。
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　(4) 会計監査人の状況

　 ① 名称 明治アーク監査法人

（注）平成28年１月４日付で、明治監査法人と合併し、名称を明治アーク監

査法人に変更しております。

　 ② 報酬等の額

支 払 額

1. 当事業年度に係る報酬等の額 24百万円

2. 当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額

24百万円

(注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分ができませんので、
当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指
針」を参考に、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告を
通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査報酬
の見積り根拠などを検討した結果、会社法第399条第１項の同意をしております。

　 ③ 会計監査人の解任または不再任の決定方針

　監査等委員会は、会計監査人に会社法第340条第１項各号のいずれかに該当す

る事由が認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任

します。また、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難と認められ

る場合には、監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。
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　(5) 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

　会社法第362条第４項第６号に基づいて実行する当社の内部統制システムの構築

ならびに会社法施行規則第100条に定める内部統制システムの体制整備についての

決議の内容の概要は以下のとおりであります。

① 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　取締役は、取締役会を通じて、相互に他の取締役の業務執行の監督を行って

いる。また、監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有し、監

査等委員でない取締役とは独立した立場での意見陳述や、監査等委員会規程お

よび監査計画に基づき実施する監査を通じて、監査等委員でない取締役の職務

執行が法令・定款を遵守して行われているかの適法性チェックを行っている。

　 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　当社は、取締役会、経営会議等の重要な会議での意思決定に関する記録や、

その他取締役の職務の執行に係る重要な文書や情報を、法令や社内規程に従っ

て適切に保存・管理し、必要に応じて運用状況の検証、見直しを行っている。

また、意思決定を書面にて行った場合は、稟議規程に定める作成手順と保存方

法により管理している。

　 ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　取締役は、リスク管理のための体制や施策等を整備する権限と責任を有して

おり、これに従い、社長直轄の内部監査室、管理部に法務部門を設置し、法令

遵守に関する指導や損失リスクを未然に回避するチェックを担当させている。

また、当社ならびにその子会社に事業活動上の重大な事態が発生した場合には、

緊急対策協議会を招集、迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめる体

制を整える。

　 ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　毎月１回取締役会を開催し、法令および取締役会規程に定める重要事項の決

定と取締役の職務執行状況の監督を行う。また、職務執行上の意思決定機関と

して経営会議を設置することで、取締役会の機能を監督機能に重点化させ、職

務執行の効率化と取締役会のチェック機能を強化している。経営会議は、取締

役、当社子会社の取締役および必要相当以上の役職者で構成、週１回開催し、

重要事項を審議・検討のうえ職務執行上の意思決定を機動的に行うとともに、

情報の共有化を図っている。
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⑤ 当社ならびにその子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合する

ことを確保するための体制

　当社ならびにその子会社は、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程、倫理

規程を整備し、各役職者の権限および責任の明確化を図り、適法・適正かつ効

率的な職務の執行が行われる体制を構築している。

　また、当社ならびにその子会社は社長直轄の内部監査室を設置する。内部監

査室は、内部監査規程に基づき業務全般に関し、法令、定款および社内規程の

遵守状況、職務執行の手続および内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を

実施し、社長および監査等委員である取締役に対し、その結果を報告する。さ

らに、内部監査室は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況

についても、フォローアップを実施する。

　当社ならびにその子会社は、内部通報制度運用規程に従い、法令違反その他

コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るための通報または相談

の適正な処理の仕組みを定めている。

⑥ 当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

　子会社の管理は、関係会社管理規程に従っており、その経営状況に関する情

報は随時当社の経営会議に報告され、その経営にかかる重要な意思決定には当

社の意思が反映される体制となっている。また、当社の監査等委員である取締

役による監査ならびに内部監査室による定期的な内部監査は子会社もその対象

としており、それぞれ監査の結果は当社の取締役会ならびに監査等委員会に報

告される体制とする。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役

からの独立性に関する事項

　当社は、当社の規模から、当面、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を

置かない。ただし、内部監査室は、監査等委員会から調査の委嘱を受け監査等

委員会の職務を補助するものとし、さらに監査等委員会が必要とした場合、監

査等委員会と協議のうえ合理的な範囲で専任の使用人を配置しその職務を補助

させることとする。なお、当該使用人の任命・異動等に関しては監査等委員会

の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保する。
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⑧ 取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等

委員会への報告に関する体制および監査等委員会の監査が実効的に行われるこ

とを確保するための体制

　監査等委員会は、法令、監査等委員会規程および監査等委員監査基準に則り、

取締役の職務執行の監査を実施する。

　監査の実効性を確保し、監査等委員会への適正な報告を確保するため、監査

等委員である取締役は取締役会への出席の他、経営会議に出席し、経営上の重

要情報について適時報告を受け、意見陳述できる体制とするとともに、重要な

議事録、稟議書等の社内文書についてはその判断に基づき随時閲覧でき、必要

な場合には取締役および使用人に説明を求める権限を持つ。

　また、監査等委員会は内部監査室と情報を共有し、会計監査人と連携して、

さらに社内の組織を利用して、取締役および使用人の業務の適法性・妥当性に

つき効率よく調査を行える体制とする。

　使用人は、監査等委員会に対して、次に掲げる事項を直接報告することがで

きる。

　 イ．当社に著しい損害をおよぼすおそれがある事実

　 ロ．重大な法令または定款違反事実

⑨ 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償

還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る

方針

　監査等委員である取締役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払

い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用

または債務が当該監査等委員である取締役の職務執行に必要でないと証明した

場合を除き、速やかに当該費用また債務を処理する。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制

　財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有

効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの整

備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、

必要な是正を行うとともに、金融商品取引法および関係法令等との適合性を確

保する。
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⑪ 反社会的勢力との関係遮断

　イ. 暴力団・総会屋等の反社会的活動・暴力・不当な要求等をする人物およ

び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。

　ロ. 万一、反社会的勢力が攻撃してきた場合にも、これに屈せず断固として

拒否し、「反社会的勢力による被害防止対応マニュアル」に基づき、的確に対応

する。

　また内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況は以

下のとおりであります。

　当社ならびにその子会社は、管理部を中心に、コンプライアンス・マニュア

ル（倫理規程）の社内周知徹底、インサイダー取引の禁止に関する社内研修を

行う等、時代の求めに応じた内部管理体制の確立を目指しており、社員教育も

このことを念頭に置き実施しております。これらを通じてコンプライアンスの

強化・徹底を図っていくことで、内部管理体制のさらなる充実に引き続き努め

る所存であります。

　(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社における「業務の適正を確保するための体制の運用状況」の概要は以下

のとおりです。

　当社は業務の適正を確保するための体制の運用状況を定期的に取締役会に報

告し、必要に応じて適宜見直しを行っております。

① コンプライアンス体制の基礎として企業行動憲章たる「行動指針」をあらゆ

る行動の規範としてコンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るた

め、当社ならびにその子会社の役職員を対象とした研修を２回実施しました。

また、管理部を主管部署として内部統制システムの構築・維持・向上を図ると

共に、必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドライン・マニュアル等を策

定し、運用状況の評価等を実施しました。

② 内部監査部門として内部監査室に内部監査機能を持たせると共に、コンプラ

イアンスの統括部署として、管理部にその機能を持たせ、年間監査計画に基づ

いて監査を12回実施いたしました。
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③ 監査等委員である取締役は、必要に応じて内部監査室長に対して内部監査に

関する調査を求めることができ、会計監査人とも定期的に情報交換を行ってお

ります。

④ 取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重

要な事実を発見した場合には、直ちにコンプライアンス委員会に報告すると共

に、遅滞なく取締役会において報告するものと定めておりますが、当事業年度

における当該報告がなかったことを確認しております。

⑤ 法令違反その他のコンプライアンスに関する問題についての社内報告体制と

して、法務部門長及び監査等委員である取締役を情報受領者とする社内通報シ

ステムを整備し、「内部通報制度運用規程」に基づきその運用を行うこととし、

当事業年度において、当該問題を理由とする報告は認められませんでした。

　(7) 親会社等との間の取引に関する事項

① 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項

　当社は、親会社等との取引に関して、市場実勢価格や市場金利等を勘案して

合理的な判断に基づき、公正かつ適正に取引条件を決定しております。

② 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びそ

の理由

　当社は、親会社等と一定の協力関係を保つ必要があると認識しつつ、事業活

動や経営判断においては、上場会社として独立性を確保し、当社取締役会を中

心とした当社独自の意思決定に基づき業務執行を行っております。

③ 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合のその意見

　該当事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表

(平成28年７月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕 掛 販 売 用 不 動 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

4,338,376

1,064,935

56,593

721,034

2,288,961

100,705

107,315

△1,169

1,400,281

523,847

8,129

510,498

5,219

4,826

871,607

51,134

438,729

420,600

224,399

△263,255

流 動 負 債 3,126,287

買 掛 金 74,295

短 期 借 入 金 768,574

1年内返済予定の長期借入金 1,846,600

リ ー ス 債 務 657

未 払 法 人 税 等 45,260

賞 与 引 当 金 38,385

そ の 他 352,514

固 定 負 債 319,761

長 期 借 入 金 107,000

リ ー ス 債 務 875

そ の 他 211,885

負 債 合 計 3,446,048

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,262,495

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 1,576,783

利 益 剰 余 金 586,198

自 己 株 式 △485

その他の包括利益累計額 13,160

その他有価証券評価差額金 13,160

非 支 配 株 主 持 分 16,953

純 資 産 合 計 2,292,609

資 産 合 計 5,738,658 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,738,658

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成27年８月１日から
平成28年７月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 5,774,056

売 上 原 価 4,392,257

売 上 総 利 益 1,381,799

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 922,695

営 業 利 益 459,104

営 業 外 収 益

受 取 利 息 665

求 償 金 受 入 1,420

保 険 金 収 入 1,094

預 り 金 取 崩 益 32,541

そ の 他 4,191 39,912

営 業 外 費 用

支 払 利 息 80,402

支 払 手 数 料 9,795

そ の 他 1,976 92,174

経 常 利 益 406,842

特 別 利 益

負 の の れ ん 発 生 益 4,909 4,909

特 別 損 失

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 83,884

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 2,900 86,784

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 324,967

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 51,416

法 人 税 等 調 整 額 △48,237 3,178

当 期 純 利 益 321,788

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 7,621

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 314,167

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

― 20 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年10月12日 14時01分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



連結株主資本等変動計算書

（平成27年８月１日から
平成28年７月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,630,171 2,820,161 △3,502,313 △485 1,947,532

当 期 変 動 額

減 資 △2,530,171 2,530,171 ―

欠 損 填 補 △3,774,344 3,774,344 ―

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 795 795

連結子会社の増加による非支配株主持分の増減 ―

親会社株主に帰属する当期純利益 314,167 314,167

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) ―

当 期 変 動 額 合 計 △2,530,171 △1,243,377 4,088,511 ― 314,962

当 期 末 残 高 100,000 1,576,783 586,198 △485 2,262,495

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株主持分

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 21,096 21,096 13,769 1,982,398

当 期 変 動 額

減 資 ―

欠 損 填 補 ―

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 795

連結子会社の増加による非支配株主持分の増減 2,755 2,755

親会社株主に帰属する当期純利益 314,167

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △7,936 △7,936 429 △7,507

当 期 変 動 額 合 計 △7,936 △7,936 3,184 310,210

当 期 末 残 高 13,160 13,160 16,953 2,292,609

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

Ⅰ 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

Ⅱ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
　１. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称 株式会社明豊プロパティーズ

株式会社ハウスセゾンエンタープライズ
　なお、株式会社ハウスセゾンエンタープライズについては、当連結会計年度において新た
に株式を取得したため、連結の範囲に含めております。

　２. 持分法の適用に関する事項
持分法適用会社の数 該当事項はありません。
　

　３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

　
　４．会計方針に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの…………決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
均法により算定）

時価のないもの…………移動平均法による原価法
　②たな卸資産の評価基準及び評価方法
イ.販売用不動産、
　仕掛販売用不動産

…………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）

ロ.貯 蔵 品
(流動資産「その他」に含む)

…………移動平均法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産 定率法
（リ ー ス 資 産 除 く）ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物及び構築物 ７～50年
②無形固定資産 定額法
（リ ー ス 資 産 除 く）ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

　 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
　 等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
　 従業員に対して支給する賞与支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(4) 重要な収益及び費用の計上基準
　①当連結会計年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
　②その他の工事

工事完成基準
(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項
①消費税等の会計処理

　 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
　なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、一括して投資その他の資産の「その他」に
計上して５年間均等償却し、販売費及び一般管理費に計上しております。

　②連結納税制度の適用
　 連結納税制度を適用しております。

Ⅲ 会計方針の変更に関する注記
（企業結合に関する会計基準等の適用）
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会
計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13
日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７
号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、当連結会計年度から適用
し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として
計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更い
たしました。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計
処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書
類に反映させる方法に変更いたします。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分
から非支配株主持分への表示の変更を行っております。
　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準
第44－５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従って
おり、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
　なお、当連結会計年度において、連結計算書類に与える影響額は軽微であります。

（減価償却方法の変更）
　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の
取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更し
ております。
　なお、当連結会計年度において、連結計算書類に与える影響はありません。

Ⅳ 表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）
　前連結会計年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めておりました「株主、
役員又は従業員に対する長期貸付金」（前連結会計年度末残高17,074千円）は、明瞭性の観点
から表示科目の見直しを行い、当連結会計年度より「投資その他の資産」の「長期貸付金」と
して表示しております。
　なお、当連結会計年度の「株主、役員又は従業員に対する長期貸付金」は13,729千円であり
ます。
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Ⅴ 会計上の見積りの変更に関する注記
（貸倒引当金の見積り方法の変更）
　中国において不動産開発事業に出資をしている取引先に対する債権である長期貸付金（当連
結会計年度末残高425,000千円）及び長期未収入金（当連結会計年度末残高420,600千円）につ
いては、従来、当該不動産開発事業の収益を回収原資とする方針であるため、キャッシュ・フ
ロー見積法に基づき算定した現在価値から回収が長期にわたる額を控除した金額と債権額との
差額を貸倒引当金として計上しておりました。
　当連結会計年度におきまして、中国経済の減速、カントリーリスク及び当該不動産開発事業
の進捗状況等を考慮し、貸付先の当該不動産開発事業からの資金の回収等を勘案し、貸付先か
らの回収見込額と債権額との差額を貸倒引当金とする見積り方法の変更を行いました。
　これにより、従来の方法に比べて、税金等調整前当期純利益は83,884千円減少しておりま
す。
　

Ⅵ 連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 13,852千円

２．担保に供している資産及びこれに対応する債務
　(1) 担保に供している資産

　販売用不動産 449,934千円
　仕掛販売用不動産 2,288,961千円
　土地 510,498千円
　 計 3,249,394千円

　(2) 上記に対応する債務
　短期借入金 767,700千円
　１年内返済予定の長期借入金 1,846,600千円
　長期借入金 107,000千円
　 計 2,721,300千円

Ⅶ 連結損益計算書に関する注記
　１．売上原価に含まれるたな卸資産評価損
　 期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が

売上原価に含まれております。
11,954千円

Ⅷ 連結株主資本等変動計算書に関する注記
　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 24,661,000 ― ― 24,661,000

第１種優先株式 8,707 ― ― 8,707

合 計 24,669,707 ― ― 24,669,707

自己株式

　普通株式 359 ― ― 359

合 計 359 ― ― 359
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　２．配当に関する事項
　 (1) 配当金支払額
　 該当事項はありません。
　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　 該当事項はありません。
　

　３．当連結会計年度末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　 該当事項はありません。

Ⅸ 金融商品に関する注記
　１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画及び設備投資計画に基づき、必要な資金を主に銀行等金融機関からの

借入により調達しております。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
　売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は、主として株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されてお
ります。
　長期貸付金は、株主、役員又は従業員に対する長期貸付金と取引先に対する長期貸付金でありま
す。取引先に対する長期貸付金及び長期未収入金(以下、「長期債権」という。)は、中国において
不動産開発事業に出資をしている取引先に対する債権であり、中国経済の減速、カントリーリスク
及び当該不動産開発事業の進捗状況等による回収懸念リスク及び取引先の信用リスクに晒されてお
ります。
　営業債務である買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。借入金の使途は主に
運転資金であり、一部の長期借入金は金利変動リスクに晒されております。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
　① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権については、当社グループ社内管理規程に沿ってリスク低減を図っ
ております。また、各部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日
及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお
ります。
　長期債権については、中国経済の動向及びカントリーリスクの分析、中国における不動産開発
事業の進捗状況の把握、及び取引先の財務諸表を入手し財務状況等の分析を行うことにより、回
収懸念の早期把握を行い、取締役会及び経営会議に報告しております。

　② 市場リスク（株価や金利等の変動リスク）の管理
当社グループは、投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況

等を把握し取締役会に報告しております。また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況
を継続的に見直しております。
　借入金については、各金融機関ごとに借入金利の一覧を作成し、借入金利の変動状況をモニタ
リングしております。

　③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき管理部財務グループが適時に資金繰計画を作成・

更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
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(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

　２．金融商品の時価等に関する事項
　平成28年７月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
（（注２)参照）

（単位:千円）
連結貸借対照表
計上額

時 価 差 額

(1) 現金及び預金 1,064,935 1,064,935 ―

(2) 売掛金 56,593 56,593 ―

(3) 投資有価証券
その他有価証券 31,134 31,034 △100

(4) 長期債権

長期貸付金

長期未収入金

貸倒引当金(※)

438,729

420,600

△263,255

596,073 596,073 ―

資産計 1,748,736 1,748,636 △100

(1) 買掛金 74,295 74,295 ―

(2) 短期借入金 768,574 768,574 ―

(3) １年内返済予定の長期借入金 1,846,600 1,846,600 ―

(4) 長期借入金 107,000 107,143 143

負債計 2,796,469 2,796,613 143

(※)長期貸付金及び長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注１)金融商品の時価算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2)売掛金
　 これらはすべて短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
　 その他有価証券
　 株式等は主に取引所の価格によっております。また、株式形態のゴルフ会員権は取引所

の市場価格が無いため、連結貸借対照表計上額は帳簿により、時価は取引相場によってお
ります。

(4) 長期債権
　 長期貸付金のうち、「株主、役員又は従業員に対する長期貸付金」の時価については、元

利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法
によっております。
　その他の長期貸付金及び長期未収入金については、貸倒懸念債権であり、回収見込額等
に基づいて貸倒引当金を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価
額から当該貸倒引当金を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価と
しております。
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負 債
(1) 買掛金、(2)短期借入金、(3)1年内返済予定の長期借入金
　 これらはすべて短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似してること

から、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金
　 長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて算定する方法によっております。

(注２)非上場株式(連結貸借対照表計上額20,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極
めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。

Ⅹ １株当たり情報に関する注記
　１．１株当たり純資産額 88円75銭

　２．１株当たり当期純利益 12円74銭

Ⅺ その他の注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

(平成28年７月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕 掛 販 売 用 不 動 産

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

無 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

長 期 未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

3,336,472

573,492

27

258,545

2,307,221

724

21,255

8,677

79,909

82,918

3,796

△94

763,460

6,572

6,086

485

1,345

1,345

0

755,542

49,834

71,551

425,000

13,729

420,600

38,083

△263,255

流 動 負 債

買 掛 金

短 期 借 入 金

1年内返済予定の長期借入金

リ ー ス 債 務

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

前 受 金

預 り 金

賞 与 引 当 金

固 定 負 債

長 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

預 り 保 証 金

2,128,543

32,043

260,574

1,627,500

657

18,698

3,868

257

11,423

155,440

18,079

116,117

107,000

875

8,242

負 債 合 計 2,244,660

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,842,112

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 1,575,987

そ の 他 資 本 剰 余 金 1,575,987

利 益 剰 余 金 166,610

そ の 他 利 益 剰 余 金 166,610

　繰 越 利 益 剰 余 金 166,610

自 己 株 式 △485

評価・換算差額等 13,160

その他有価証券評価差額金 13,160

純 資 産 合 計 1,855,272

資 産 合 計 4,099,932 負 債 ・ 純 資 産 合 計 4,099,932

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（平成27年８月１日から
平成28年７月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 3,335,932

売 上 原 価 2,603,534

売 上 総 利 益 732,397

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 478,099

営 業 利 益 254,297

営 業 外 収 益

受 取 利 息 612

受 取 配 当 金 377

求 償 金 受 入 1,420

保 険 解 約 返 戻 金 1,035

そ の 他 458 3,904

営 業 外 費 用

支 払 利 息 72,373

支 払 手 数 料 8,411

そ の 他 1,976 82,761

経 常 利 益 175,440

特 別 損 失

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 83,884

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 1,450 85,334

税 引 前 当 期 純 利 益 90,105

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △37,310

法 人 税 等 調 整 額 △39,194 △76,504

当 期 純 利 益 166,610

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成27年８月１日から
平成28年７月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金
資 本 剰 余 金
合 計

その他利益剰余
金

利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 2,630,171 2,820,161 ― 2,820,161 △3,774,344 △3,774,344

当 期 変 動 額

減 資 △2,530,171 2,530,171 2,530,171

資本準備金からその他資本剰余金への振替 △2,820,161 2,820,161 ―

欠 損 填 補 △3,774,344 △3,774,344 3,774,344 3,774,344

当 期 純 利 益 166,610 166,610

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 △2,530,171 △2,820,161 1,575,987 △1,244,173 3,940,954 3,940,954

当 期 末 残 高 100,000 ― 1,575,987 1,575,987 166,610 166,610

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △485 1,675,501 21,096 21,096 1,696,598

当 期 変 動 額

減 資 ― ―

資本準備金からその他資本剰余金への振替 ― ―

欠 損 填 補 ― ―

当 期 純 利 益 166,610 166,610

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △7,936 △7,936 △7,936

当 期 変 動 額 合 計 ― 166,610 △7,936 △7,936 158,673

当 期 末 残 高 △485 1,842,112 13,160 13,160 1,855,272

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

Ⅰ 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

Ⅱ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
　１．資産の評価基準及び評価方法
　 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子 会 社 株 式 及 び
　関 連 会 社 株 式

…………移動平均法による原価法

その他有価証券
時価のあるもの…………決算日の市場価格等に基づく時価法

（全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定）

時価のないもの…………移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
①販売用不動産、
　仕掛販売用不動産

…………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）

②貯 蔵 品…………移動平均法による原価法

　２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 定率法
（リ ー ス 資 産 除 く） ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建物 ８～50年
　工具器具備品 ４～15年

(2)無形固定資産 定額法
（リ ー ス 資 産 除 く）　ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法によっております。
(3)リース資産

　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

　３． 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金

　 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
　 等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金
　 従業員に対して支給する賞与支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

　４． 重要な収益及び費用の計上基準
(1)当事業年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事

　 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
(2)その他の工事

　 工事完成基準
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　５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
　 (1)消費税等の会計処理

　 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
　なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、一括して投資その他の資産の「その他」
に計上して５年間均等償却し、販売費及び一般管理費に計上しております。

　 (2)連結納税制度の適用
　 連結納税制度を適用しております。

Ⅲ 会計方針の変更に関する注記
（企業結合に関する会計基準等の適用）
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会
計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月
13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を
発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当事業年度の期首以
後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直し
を企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変更いたします。
　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）及び事業分離等
会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から
将来にわたって適用しております。
　なお、当事業年度において、計算書類に与える影響額は軽微であります。

（減価償却方法の変更）
　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の
取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日
以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更してお
ります。
　なお、当事業年度において、計算書類に与える影響はありません。

Ⅳ 表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）
　前事業年度において区分掲記しておりました「無形固定資産」の「ソフトウェア」は、金額
的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「無形固定資産」の「その他」に含めて表示し
ております。
　なお、当事業年度の「ソフトウェア」は0千円であります。

（損益計算書）
　前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「保険解約返
戻金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。
　 なお、前事業年度における「保険解約返戻金」は297千円であります。

Ⅴ 会計上の見積りの変更に関する注記
（貸倒引当金の見積り方法の変更）
　中国において不動産開発事業に出資をしている取引先に対する債権である長期貸付金（当事
業年度末残高425,000千円）及び長期未収入金（当事業年度末残高420,600千円）については、
従来、当該不動産開発事業の収益を回収原資とする方針であるため、キャッシュ・フロー見積
法に基づき算定した現在価値から回収が長期にわたる額を控除した金額と債権額との差額を貸
倒引当金として計上しておりました。
　 当事業年度におきまして、中国経済の減速、カントリーリスク及び当該不動産開発事業の
進捗状況等を考慮し、貸付先の当該不動産開発事業からの資金の回収等を勘案し、貸付先から
の回収見込額と債権額との差額を貸倒引当金とする見積り方法の変更を行いました。
　これにより、従来の方法に比べて、税引前当期純利益は83,884千円減少しております。
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Ⅵ 貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 4,307千円

２．担保に供している資産及びこれに対応する債務
　 (1) 担保に供している資産の内容及びその金額

販売用不動産 258,545千円
仕掛販売用不動産 2,307,221千円
　計 2,565,767千円

　 (2) 担保に対応する債務の金額
短期借入金 259,700千円
１年内返済予定の長期借入金 1,627,500千円
長期借入金 107,000千円
　計 1,994,200千円

３．関係会社に対する金銭債権債務
区分掲記したものを除き関係会社に対する金銭債権債務は以下のとおりであります。

　短期金銭債権
　短期金銭債務
　長期金銭債務

38,137千円
91,722千円
8,242千円

Ⅶ 損益計算書に関する注記
　 関係会社との取引高

　営業取引
　営業取引以外の取引

514,214千円
3,546千円

Ⅷ 株主資本等変動計算書に関する注記
　 自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

自己株式

　普通株式 359 ― ― 359

合 計 359 ― ― 359
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Ⅸ 税効果会計に関する注記
　（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

（繰延税金資産）
税務上の繰越欠損金 4,012,356千円
貸倒引当金 91,119千円
投資有価証券 16,722千円
その他 9,102千円
　繰延税金資産小計 4,129,301千円
　評価性引当額 △4,049,323千円
　繰延税金資産合計 79,977千円

　
　（2）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正す
る等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開
始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。また、当事業年度におい
て当社の資本金が１億円以下となり、外形標準課税適用対象外となりました。これらに伴い、繰延
税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成28年８月１日以降解消されるものに限る。）に使
用する法定実効税率は、従来の32.26％から、平成28年８月１日及び平成29年８月１日に開始する
事業年度に解消が見込まれる一時差異等については34.81％に、平成30年８月１日に開始する事業
年度以降に解消が見込まれる一時差異等については34.60％にそれぞれ変更されております。
　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は、3,689千
円増加し、法人税等調整額は3,689千円減少しております。
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Ⅹ 関連当事者との取引に関する注記

(1)子会社等
(単位：千円)

属性 会社等の名称

議決権
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
㈱明豊プロパ
ティーズ

直接
98.04％

資金の借入
役員の兼任
債務被保証

資金の借入 100,000 ― ―

借入の弁済 100,000 ― ―

利息の支払
（注）1

1,501 ― ―

債務被保証
（注）２

75,000 ― ―

共同事業出
資金の受入
（注）３

80,400 預り金 80,400

上記金額には消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) １．資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

　 ２．当社の金融機関からの金銭消費貸借契約に対して、債務保証を受けております。なお、債
務被保証の取引金額は、平成28年７月31日の借入残高を記載しております。また、保証料
の支払は行っておりません。

　 ３．不動産分譲事業に係る共同事業であり、共同事業協定書に基づき出資を受けたものであり
ます。

Ⅺ １株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 71円70銭
２．１株当たり当期純利益 6円76銭

Ⅻ その他の注記
　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年９月20日

株式会社明豊エンタープライズ
　取締役会 御中

明治アーク監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 吉 村 淳 一 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤 本 幸 宏 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社明豊エンタープライズの
平成27年８月１日から平成28年７月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社明豊エンタープライズ及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

強調事項
　会計上の見積りの変更に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から
貸倒引当金の見積り方法を変更している。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年９月20日

株式会社明豊エンタープライズ
　取締役会 御中

明治アーク監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 吉 村 淳 一 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤 本 幸 宏 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社明豊エンタープラ
イズの平成27年８月１日から平成28年７月31日までの第48期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項
　会計上の見積りの変更に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度から貸倒
引当金の見積り方法を変更している。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、平成27年８月１日から平成28年７月31日までの第48期事業年度における取締
役の職務の執行について監査致しました。その方法及び結果につき以下のとおり報告致します。
１．監査の方法およびその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13条１項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議
の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使
用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施致しました。
　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重
要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査致しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条５号イの留意した事項及び同号ロの判断及
びその理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討
を加えました。
　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。

２．監査の結果
　１）事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

四 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするにあたり当社の利
益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての
取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

　２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人明治アーク監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　３）連結計算書類の監査結果
　 会計監査人明治アーク監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
平成28年９月29日

株式会社明豊エンタープライズ監査等委員会
監査等委員長 中 尾 福 伸 ㊞
監査等委員 山 室 裕 ㊞
監査等委員 山 中 辰 雄 ㊞

(注) 監査等委員 中尾福伸、山室裕及び山中辰雄は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定
する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

　

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

　本総会終結のときをもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、

本議案において同じです。）全員（６名）が任期満了となりますので、取締役６名の選

任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１
　 い もと よし あき

井 元 義 昭
(昭和19年10月20日生)

昭和42年４月 津ノ国会計事務所 入所

―

昭和61年７月 丸清商事㈱（現㈱エス・エム・シー)
設立、代表取締役社長（現任）

昭和62年１月 ㈱ハウスセゾン 取締役

昭和62年６月 同社 代表取締役社長（現任）

平成14年３月 ㈱はーとふるセゾン設立
代表取締役社長（現任)

平成23年２月 ㈱パーム・ド・セゾン設立
代表取締役社長

平成23年11月 George Spirits㈱設立
代表取締役社長（現任）

平成24年２月 当社入社代表取締役社長

平成24年10月 当社 取締役会長（現任）

平成26年12月 ㈱ハウスセゾンエンタープライズ
設立、代表取締役社長（現任）

平成27年９月 REGALIA PIONEER.BHD.
DIRECTOR
（現在に至る）

（重要な兼職の状況）

㈱ハウスセゾン 代表取締役社長

　㈱エス・エム・シー 代表取締役社長

　㈱はーとふるセゾン 代表取締役社長

　George Spirits ㈱ 代表取締役社長

　㈱ハウスセゾンエンタープライズ 代表取締役社長
　REGALIA PIONEER.BHD. DIRECTOR

― 39 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年10月12日 14時01分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

２
　 うめ き あつ お

梅 木 篤 郎
(昭和38年10月9日生)

昭和61年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社

普通株式
113,500株

平成12年４月 ㈱トーメンビジネスサポート入社

平成12年８月 当社入社 営業部長

平成13年１月 当社常務取締役

平成14年８月 当社代表取締役社長

平成21年１月 ㈱明豊プロパティーズ代表取締役社長

平成21年１月 同社取締役

平成24年２月 当社代表取締役専務執行役員

平成24年10月 当社代表取締役社長（現任）

平成27年８月 ㈱ハウスセゾンエンタープライズ
取締役（現任）

平成27年10月 ㈱明豊プロパティーズ 取締役

（現在に至る）

（重要な兼職の状況）

　㈱ハウスセゾンエンタープライズ 取締役

　㈱明豊プロパティーズ 取締役

３
　 うめ き たか ひろ

梅 木 隆 宏
(昭和35年５月19日生)

昭和61年４月 東亜建設工業㈱入社

普通株式
17,700株

平成17年５月 ㈱東京テナントセンター
（現㈱明豊プロパティーズ）入社

平成18年８月 同社常務取締役

平成19年８月 ㈱明豊コーポレーション
取締役専務執行役員

平成20年８月 当社取締役専務執行役員

平成21年11月 ㈱明豊プロパティーズ
代表取締役社長（現任）

平成24年２月 当社取締役

平成25年８月 当社取締役執行役員副社長（現任）

平成28年９月 ㈱ハウスセゾンエンタープライズ
取締役
（現在に至る）

（重要な兼職の状況）

　㈱明豊プロパティーズ 代表取締役社長

　㈱ハウスセゾンエンタープライズ 取締役

― 40 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年10月12日 14時01分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

４
　 うえ だ ひろ ゆき

上 田 宏 幸
(昭和43年12月25日生)

平成３年４月 森会計事務所入所

普通株式
1,300株

平成５年11月 古田圡会計事務所入所

平成９年５月 ㈱ケアサービス入社

平成12年４月 カーテック㈱入社

平成17年１月 ランドコム㈱入社 経営企画室長

平成18年３月 同社 取締役経営企画室長

平成20年10月 インターバルブテクノロジー㈱入社
経営企画室長

平成22年７月 ㈱ハウスセゾン入社

平成24年２月 当社入社
当社取締役執行役員 管理担当

平成27年10月 当社取締役執行役員 経営企画担当

（現在に至る）

５
　 うちうぞう まさゆき

内 生 藏 雅 之
(昭和51年12月31日生)

平成12年４月 明和地所㈱入社

普通株式
2,700株

平成19年４月 ランドコム㈱入社
不動産流動化事業部部長

平成22年１月 ㈱アンセム入社 経営企画部部長

平成23年６月 ㈱ハウスセゾン入社
東京支店長

平成24年２月 当社入社
当社取締役執行役員 営業担当
（現在に至る）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

６
　 やす だ しゅん じ

安 田 俊 治
(昭和35年１月６日生)

昭和58年４月 大豊建設㈱入社

普通株式
5,100株

平成15年10月 同社経営企画室経営企画課長 兼 法
務課長

平成18年４月 当社入社

平成20年８月 当社執行役員 法務部長

平成22年10月 当社取締役 管理部長

平成24年２月 当社執行役員 管理部長

平成27年８月 ㈱ハウスセゾンエンタープライズ
監査役（現任）

平成27年10月 当社取締役執行役員 管理担当

（現在に至る）

（重要な兼職の状況）

　㈱ハウスセゾンエンタープライズ 監査役

(注) １．取締役候補者のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
　①井元義昭氏は、現在当社の親会社である㈱ハウスセゾン、㈱はーとふるセゾン及び当社の

連結子会社である㈱ハウスセゾンエンタープライズの業務を執行しております。なお、㈱
ハウスセゾン、㈱はーとふるセゾン及び㈱ハウスセゾンエンタープライズにおける地位及
び担当につきましては、「略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)」に記載のと
おりであります。

　②梅木隆宏氏は、当社の連結子会社である㈱明豊プロパティーズの代表取締役社長であり、
当社代表取締役社長梅木篤郎の実兄であります。

２．梅木篤郎、上田宏幸、内生藏雅之及び安田俊治の各氏と当社との間には特別の利害関係は
ありません。
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第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらか

じめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。

　また、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、

取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。

　補欠監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

氏 名

(生 年 月 日)
略歴および重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

　 うちはし とおる

内 橋 徹

(昭和53年11月27日生)

平成19年９月 弁護士登録

―

平成19年９月 田宮合同法律事務所入所

平成20年３月 日本弁護士連合会代議員

平成23年４月 第二東京弁護士会常議員

平成26年４月 桐蔭横浜大学法科大学院法務研究科客員教授

（現在に至る）

(注) １．補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．内橋徹氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
３．内橋徹氏を、補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであり

ます。
(1) 補欠の監査等委員である社外取締役候補者とする理由について

　内橋徹氏につきましては、弁護士として培われた経験と専門的知識を社外取締役に就
任された場合に、当社の監査等委員会体制に活かしていただくため、補欠の監査等委員
である社外取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 監査等委員である取締役として職務を適切に遂行することができると判断する理由につ
いて
　内橋徹氏は、弁護士としての豊かな経験を活かして、当社の監査等委員である社外取
締役として経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと期待し、補欠の監査等委員
である取締役として選任をお願いするものであります。

４．候補者は、当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員ではなく、また過去５年間に
当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であったこともありません。

５．候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はな
く、また過去２年間に受けていたこともありません。

６．候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の
親族その他これに準ずるものではありません。

７．候補者は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権
利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったものではあ
りません。

８．候補者が監査等委員である取締役に就任した場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。

以 上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

　【会場】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号

　 目黒山手プレイス ５階 明豊エンタープライズ本社 会議室

　 TEL 03－5434-7650

　■ルート
　 徒歩：「目黒駅」(ＪＲ山手線、東急目黒線、地下鉄南北線・三田線)より８分
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